
1 

 

令和６年度｢東京都環境影響評価審議会｣第二部会（第２回） 

日時：令和６年８月 22日（木）午前 10時～ 

形式：対面及びオンラインの併用方式 

 

 

―― 会 議 次 第 ―― 

 

１ 環境影響評価調査計画書に係る項目選定及び項目別審議並びに総括審議 

（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト 

 

２ 環境影響評価書案に係る質疑及び審議 

ＧＬＰ昭島プロジェクト【２回目】 

 

 

 

【審議資料】 

 

 

資料１「（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト」 

資料１－１  環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の項目選定及び

項目別審議について 

資料１－２  「（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト」に

係る環境影響評価調査計画書について（案） 

資料２「ＧＬＰ昭島プロジェクト」環境影響評価書案第１回部会審議質疑応答 
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＜出席者＞ 

会長    柳委員 

第二部会長 宮越委員 

安立委員 

日下委員 

袖野委員 

羽染委員 

廣江委員 

水本委員 

宗方委員 

保高委員 

渡邉委員 

      （11名） 

長谷川政策調整担当部長 

藤間アセスメント担当課長 

石井アセスメント担当課長 
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 環境影響評価調査計画書に係る環境影響評価の項

目選定及び項目別審議について  
 

（年月日）令和６年８月22日 

 

（事業名称）（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト 

 

１ 選定した環境影響評価の項目 11項目 （選定した理由 p.116～118） 

   大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、水循環、日影、電波障害、景観、自然

との触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス 

 

【大気汚染、騒音・振動 共通】 

 計画地東側に隣接する南町通りは、道路幅員が狭く、周辺に住居が分布している

ため、工事用車両の走行による大気汚染及び騒音・振動の影響が懸念されることか

ら、周辺の交通量を十分に把握したうえで適切な環境保全措置を検討し、予測・評

価を行うこと。 

 

【騒音・振動】 

本工場は24時間稼働であり、特に夜間における生活環境への配慮が求められるこ

とから、設備計画等を詳細に検討するとともに、施設や計画地周辺の状況を十分に

把握できる調査地点を追加し、施設の稼働に伴う騒音・振動及び低周波音の予測・

評価を行うこと。 

 

【地盤、水循環 共通】 

 工事完了後の地下水の揚水に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度について、

予測する事項として選定していないが、現況から約 1.5倍の揚水量の増加を見込ん

でおり、地下水位低下の大きさによっては、その影響が計画地周辺に及ぶことが想

定されることから、予測・評価を行うこと。 

 

【水循環】 

雨水の表面流出量が大きく変化しないことから、土地の改変に伴う表面流出量の

変化の程度を予測する事項として選定していないが、雨水流出抑制施設等の詳細な

資料１-１ 
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計画が不明なことから、その内容を具体的に示すとともに、予測・評価を行うこと。 

 

 

２ 選定しなかった環境影響評価の項目 ６項目（選定しなかった理由 p.119） 

   悪臭、水質汚濁、地形・地質、生物・生態系、風環境、史跡・文化財 

 

   意見なし 

 

３ 都民の意見書及び周知地域市長の意見 

 

   別紙のとおり  
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「（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト」環境影響評価調査計画書に

対する都民の意見書及び周知地域市長の意見 

 

１ 意見書等の件数 

    都民からの意見書               １ 件 

    周知地域市長からの意見            １ 件 

      合  計                 ２ 件 

 

２ 都民からの主な意見 

(１) 環境全般 

委託された会社が作成しただけで、グローブライド株式会社の本社のある、影響を

及ぼすと予想される地域の現状の把握が抜け落ちている内容だと感じた。例えば、新

所沢街道の西東京市側の延伸による交通量の増大を把握していない。通学路の位置、

区間、時間帯等も現地調査をしていれば分かる事であり、当然ながら記載される内容

ではないか。業者に委託して計画書を作ることは問題ないが、地元住民の目線で加筆

をして完成させることをしないといけないと強く感じた。工事着工までまだ時間があ

る。是非、地元目線で物事を見て考える姿勢を示して頂きたい。 

 

３ 周知地域市長からの意見 

【小平市長】 

(１) 全般事項 

ア. 小平市域の住民への説明等 

  工事を実施するに当たり、各種法令に基づく手続や施工中及び工事完了後等の様々

な段階において、周辺住民に積極的な情報提供を行うとともに、分かりやすい周知を

行っていただきたい。 

 

 

 

別 紙 
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イ. 地域住民の意見・要望への対応 

  環境影響評価調査計画書の内容に対する意見書を反映するほか、工事期間中に寄せ

られた周辺住民からの意見・要望についても真摯に受け止め、適切に対応いただきた

い。 

 

(２) 環境影響評価項目に関する事項 

ア. 騒音・振動 

  工事を実施するに当たり、騒音及び振動が発生する要因として、既存の建築物の解

体及び建設機械の稼働、工事車両の走行に伴う騒音及び振動が考えられることから、

工事の施工に当たっては、低騒音型・低振動型建設機械の使用や工事車両のアイドリ

ングストップの遵守に努め、当該現場の周辺環境を悪化させないよう努めていただき

たい。 

  特に建設機械の稼働に伴う騒音については、周辺には住宅等が近接することから、

防音パネル等の採用や建設機械の配置を詳細に検討していただきたい。 

  また、事業期間が長期に渡ることから、昼間・夜間ともに周辺住民には十分な配慮

をお願いしたい。 

 

イ. 土壌汚染 

  工事の施工に先立ち、環境確保条例第１１７条に基づく汚染状況調査の結果、汚染

のおそれがあると認められた場合には、届出を遅滞なく提出するとともに、汚染の除

去や拡散防止措置等、関係法令に基づき、適切な措置を講じていただきたい。 

 

(３) その他（交通安全の確保） 

  一般車両、緊急車両及び周辺住民の日常生活に著しい影響を及ぼすことのないよ

う、走行ルート等の設定等について道路管理者や交通管理者等と十分に協議を行い、

交通渋滞の防止や地域住民への交通安全の確保に努めていただきたい。 
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「（仮称）グローブライドみらいフィールドプロジェクト」に係る環境影響評価調査計

画書について（案） 

 

第１ 審議経過 

    本審議会では、令和６年６月26日に「（仮称）グローブライドみらいフィールド

プロジェクト」に係る環境影響評価調査計画書(以下「調査計画書」という。）につ

いて諮問されて以降、部会における審議を行い、都民及び周知地域市長の意見を勘

案して、その内容について検討した。 

    その審議経過は付表のとおりである。 

 

第２ 審議結果 

環境影響評価の項目及び調査等の手法を選定するに当たっては、条例第47条第１

項の規定に基づき、調査計画書に係る都民及び周知地域市長の意見を勘案するとと

もに、次に指摘する事項について留意すること。 

 

【大気汚染、騒音・振動 共通】 

 計画地東側に隣接する南町通りは、道路幅員が狭く、周辺に住居が分布している

ため、工事用車両の走行による大気汚染及び騒音・振動の影響が懸念されることか

ら、周辺の交通量を十分に把握したうえで適切な環境保全措置を検討し、予測・評

価を行うこと。 

 

【騒音・振動】 

本工場は24時間稼働であり、特に夜間における生活環境への配慮が求められるこ

とから、設備計画等を詳細に検討するとともに、施設や計画地周辺の状況を十分に

把握できる調査地点を追加し、施設の稼働に伴う騒音・振動及び低周波音の予測・

評価を行うこと。 

 

【地盤、水循環 共通】 

 工事完了後の地下水の揚水に伴う地下水の水位及び流況の変化の程度について、

予測する事項として選定していないが、現況から約 1.5倍の揚水量の増加を見込ん

資料１-２ 
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でおり、地下水位低下の大きさによっては、その影響が計画地周辺に及ぶことが想

定されることから、予測・評価を行うこと。 

 

【水循環】 

雨水の表面流出量が大きく変化しないことから、土地の改変に伴う表面流出量の

変化の程度を予測する事項として選定していないが、雨水流出抑制施設等の詳細な

計画が不明なことから、その内容を具体的に示すとともに、予測・評価を行うこと。 

 

第３ その他 

調査等の手法について、事業計画の具体化に伴い変更等が生じた場合には、環境

影響評価書案において対応すること。 
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付 表 

【審議経過】 

区 分 年  月  日 審 議 事 項 

審議会 令和６年６月26日 調査計画書について諮問 

部 会 令和６年８月22日 

環境影響評価の項目選定及び項目別審議 

【選定した環境影響評価の項目】  

大気汚染、騒音・振動、土壌汚染、地盤、

水循環、日影、電波障害、景観、自然との

触れ合い活動の場、廃棄物、温室効果ガス 

【選定しなかった環境影響評価の項目】 

 悪臭、水質汚濁、地形・地質、生物・生態

系、風環境、史跡・文化財 

 

総括審議 

審議会 令和６年８月23日 答申(予定) 
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「ＧＬＰ昭島プロジェクト」環境影響評価書案 第１回部会審議質疑応答 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

土
壌
汚
染 

１ 

土対法及び環境確保条例に従っ

て実施されると理解した。土地の

履歴調査で一部有害物質の取扱い

が確認されて、計画地の東側敷地

で農薬希釈作業付近と給油施設付

近、西側敷地で昭和２０年頃の整

備工場等の敷地とされる区域の範

囲に絞り込めているとある。 

東京都の担当部署と相談をした

上で、これから現地調査の計画を

立案されると思うが、土地の履歴

調査の結果について、年代別の航

空写真や土地履歴図があると思う

ので、情報をいただけないか。 

 今回回

答 

２ 

地歴調査の結果、選定した調査

対象物質を教えて欲しい。 

 今回回

答 

３ 

調査は汚染のおそれが多い地

域、汚染のおそれがある地域、汚染

のおそれがない地域として分類さ

れると思うが、物質ごとの範囲に

ついて教えて欲しい。法令に基づ

く調査として実施される範囲の情

報を適切に公開していくことで、

地域の皆様の安心につながると理

解している。 

 今回回

答 

４ 

コメントとして、対象地内に地

下水位の監視井戸を設けると見解

書から読めるので、水位だけでな

く、地下水質をモニタリングして

はいかがか。特に上流側、下流側で

モニタリングできると、事業対象

地の影響も把握できるので、地域

の皆様も安心すると思うので、検

討をお願いする。 

 今回回

答 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

１ 

深層地下水について、地下水の

揚水はしないとし、深層地下水の

直接的な影響は考えにくいという

説明は妥当である。ただ、資料１で

昭島市長からの意見として、水道

水源も含めた深井戸への影響はモ

ニタリングしないのかとあった

が、それについてはいかがか。 

深井戸に関しては、現時点で調査

をするつもりはない。 

浅井戸に関しては、今回計画地の

外周で観測井戸を設けているので、

工事中と、完了後１年程度は経過を

見ていくことを考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

資料２ 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

１
（
続
き
） 

敷地内に深井戸が何本かあっ

て、今回もこの事業では使わない

というが、本当に何も使わないの

か。そのままにしてしまうか。 

やめる場合は昭島市に廃止届を

出さなければいけないと思う。現

状、私どもで管理をしておらず、現

在使っている事業者から引渡しを

受けるので、その時点でどうするか

は、まだ決まっていない。 

７/25 

部会に

て回答 

井戸をクローズするのも一つの

選択だが、深層地下水の環境につ

いて、水位を観測して昭島市に報

告する、もしくは、防災用の井戸と

して活用するといった地域貢献も

あり得る。 

基本的には、深層地下水への影

響は今回の工事の深度からすると

考えにくいが、8.4-16ページに示

した帯水層区分は、昭島の地盤沈

下観測井での話で、全く同じ地質

が周囲にずっとつながっているわ

けではない。だからこそ、ボーリン

グ調査をして、地域の地質をきち

んと把握していると思う。浅層地

下水と深層地下水を分ける難透水

層が、ずっと同じ層厚で分布する

のではなく、連続性が悪い、層厚が

薄いということもあり得る。 

２ 

浅層地下水について、掘削深度

や構造物の設置深度が地下水面よ

り浅いから浅層地下水には影響し

ないと説明しているが、その深度

での揚水や構造物、掘削だけでは

なく、表面からの雨水浸透のプロ

セスが変われば、当然浅層地下水

面の高さに影響する。 

地下水涵養量が変わると説明が

あったので、浅層地下水に影響を

与えることは十分にあり得る。掘

削深度が地下水面より浅いから浅

層地下水に影響を与えないとの考

えは改めたほうがよい。 

その上で、周辺の湧水や井戸の

状況を 8.4-22 ページに書いてい

るが、青い丸が浅井戸か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

青い丸は災害用の井戸になるの

で、浅い井戸かと言われると一概に

そうとは言い切れない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

周辺の井戸は、雑用水の利用を

含めて、災害用井戸や企業の井戸

だけではなくて、一般家庭用の井

戸はないのか。周りの方への聴き

取りはしているのか。 

一般の御家庭で使われている井

戸について、今のところ資料では確

認できていない。 

聴き取りなどはしていない。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

２
（
続
き
） 

周辺の方に聞く、昭島市役所に

相談するなどはしたほうがいい。 

調査計画書でも、この地域は地

下水への関心が高く、湧水や井戸

もあるから、きちんと見るようお

願いしたと思うので、慎重な対応

をしていただきたい。 

承知した。 

 

３ 

表面の被覆形態が大きく変化す

るため、雨水浸透施設が地域の水

循環への影響を低減するというこ

とで非常に重要になる。 

委員としても非常に関心を持っ

ているが、雨水浸透施設の設置状

況が全く書いていない。どこにど

ういったものをどれぐらいの規模

で設置するかについて見通しがあ

れば教えて欲しい。 

具体的な絵は、今検討している。

１か所に大きなものということで

はなく、各棟の建物回りや、道路に

浸透施設を分散させて整備してい

くことを検討している。大きさもそ

れぞれになる。 

先ほど浸透のプロセスが変化す

ると浅層地下水に影響があるとい

う認識は持ちつつ、なるべく分散さ

せて浸透施設を整備していくこと

によって、今回の計画地全域で一定

量しっかり浸透させていくという

考えを持って動いている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 

 計画段階で難しいと思うが、こ

の地域の地下水面の形状、分布、地

下水の現況を把握した上で設置し

てもらいたい。地下水への影響を

考えた場合に、それぞれの高さの

関係で地下水の流れが変わるの

で、流れも意識して設置してもら

いたい。 

 具体的には、地下水面の高さを

8.4-25ページで報告しているが、

この高さだけではなくて、地下水

位等高線図をつくり、それを踏ま

えて設置したということを示して

もらいたい。 

 例えば、昭島市の報告書で北西

から南東方向に地下水が流れてい

るが、これが本当にこの方向でい

いのか、もっと細かく見ると違う

のか。地下水は低いほうへ流れる

から、特に気をつけなければいけ

ないところは、下手側になる。そう

いったことを踏まえてやったほう

がいい。 

承知した。実際に地下水の水位を

見ていくと、昭島市でまとめている

浅層地下水の流れ、北西から南東へ

流れる、そういった地下水の高さが

見えてきているので、先生のおっ

しゃった内容についてはしっかり

資料としてまとめていきたいと思

う。 



13 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

地
盤
、
水
循
環 

共
通 

４ 

今のところは過去のデータに基

づいて降水時のピークを考えてい

るが、昨今の集中豪雨的なもので

考えるとこれからの時代はそれで

は対応できなくなっていき、浸透

ますをつくるにしてもかなり大き

なものをつくっていかなければ対

応していけないのではないかとい

う危惧を持っている。これから計

画をつくるので、いろいろと検討

してもらいたい。 

当然、昭島市としっかり協議、対

応を考えながら、計画を立てて設計

をしていければと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

５ 

 表面流出量について、ピークの

ときの表面流出量を計算し、その

あとで数値を具体的に書いて、表

面流出量が増えるという説明だ

が、これはあくまでも計画した降

水量に対する表面流出量なので、

そこはきちんと書いたほうが誤解

を招かなくていいと思う。 

 計画している降水量は、特に気

をつけなければいけないような非

常に大きい降水量であることをき

ちんと書いたほうがいい。（コメン

ト） 

  

６ 

調査計画書ではデータセンター

の冷却に水を使うという説明で、

水は蒸発を想定していた。 

今回、計画変更で、水は使わず、

空冷にするということだが、蒸発

では水の相変化で、潜熱なので、周

りへの熱の影響は少ないと思う。

空冷だと周りに熱を放出するが、

どの程度影響があるのか。 

データセンターの熱量自体が分

からないので、見通しを教えても

らいたい。 

地下水の影響を懸念して、深い

ところの水は使わないということ

が、ほかの環境の悪化につながっ

てしまっては、トレードオフの関

係になってしまっては問題だ。 

熱に関しては、心配点として認識

しており、ＣＦＤで検証している風

と併せて熱の収支も検証している。 

その際に、設備関係からどれくら

いの熱量が出るのか設定をして、一

定の条件下での検証をしているが、

今のゴルフ場としての状態と、計画

地が成立して、建物ができ設備が動

いている状態とで、熱収支、地表面

での熱の感じは、ほぼ変わりはな

い、若干変わるところは当然、設備

ができ上がるのであるのだが、大き

な熱の変化というものまでは検証

されなかった。説明会等で地元の方

からも質問をいただいて、同じ回答

をしている。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系 

１ 

評価書案 8.6-105 ページで、ア

ニマルパスを整備して、大幅な土

地利用改変に対する動物群集の保

全に寄与するようなことが書かれ

ているが、代官山緑地とその北側

の森をつなぐ道路が横断してしま

うので、そこにアニマルパスを設

置すると思うが、これが何本で、ど

のぐらいで、何を想定しているの

か、説明をお願いする。 

アニマルパスについて、施設配置

図の中央に薄い緑で代官山緑地が

あり、その北側に公園、濃い緑の部

分がある。間に道路が通り、アニマ

ルパスは、薄い緑の代官山緑地と濃

い緑の間、道路の下を通すトンネル

を整備しようと検討を進めている。 

 詳細な検討図はまだでき上がっ

ていないが、代官山緑地は計画地の

外側で改変が難しいこともあり、策

を練っている。 

 濃い緑の公園のところは、今のゴ

ルフ場の地形、緑地、緑、樹木といっ

たものを残しつつ、更に追加して、

計画地内にある比較的良好な樹木

は移植をし、低木類は新植していく

ような形で、緑地環境として充実化

を図っていくことを考えている。 

 アニマルパスに関しても、入口、

出口のところは、そういった緑地を

整備することによって、生き物に対

して、姿を隠していけるような環境

もつくって整備をしていきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 

アニマルパスだが、代官山緑地

と北側の森を分断する道路がロー

ドキルの原因になるという懸念か

らだと思うが、例えば、この道路だ

けを夜間使わないとか、生き物、例

えばタヌキだと夕方日が暮れた直

後あたりがすごく活発に活動する

時間なので、例えば午後６時から

10時まで道路を使わないとか、そ

ういったロードキルを防ぐような

対策は計画されているのか。 

道路については、最終的には公道

として市に移管をしていく形に

なっている。そういった中で、その

時間帯だけ閉鎖をするということ

については、現状考えていない。 

生
物
・
生
態
系 

２ 

8.6-122ページに「自然環境に配

慮した池を創造することから、生

息環境の回復が見込まれる」と書

かれているが、今画面に出ている

代官山緑地の北側の森林の丸いと

ころかと想像しているが、これは

何の生き物の生息環境の回復のた

めに、どのぐらいの大きさで、どう

いう池ができるのかをお伺いした

い。 

池について、質問があった場所が

濃い緑の中の丸くなっている部分

かと思うが、現時点で考えているの

はそこではなく、地域貢献棟、代官

山緑地の南側である。 

こちらの修景として、具体的な池

の形状、深さ、どういうような見せ

方をしていくのかはまだ確定して

いないが、南側の方に整備していく

ことを考えている。 

池は、注目される両生類として、

カエル類が計画地の中、周辺でも確

認されているので、それらを対象に

した池になればと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系 

２
（
続
き
） 

両生類を保全する池ということ

でいいと思うが、カエルなど両生

類が動く範囲を考えると、玉川上

水に近いほうがいろいろな生き物

との関わりとして池があってもい

いのかと思った。しかし、地域貢献

棟のほうに池ができるということ

で、それについても事後調査で

しっかりと、池の存在の意義や、

ロードキルはどれぐらいアニマル

パスで防げたかなどの詳細なデー

タを出して、有効性について確認

して頂きたい。次の別の計画がで

きたときに、ロードキルをどれだ

けアニマルパスが防いだのかと

いった様な実績がとても大事だと

思うので、ぜひ事後調査について

も検討いただければと思う。 

事後調査に関してもしっかり対

応していきたいと思う。今後取れる

だろうデータが有効性を持って別

の事業とかでうまく使えるような

データになるように、しっかり対応

していきたい。 

３ 

8.6-12ページに緑の量の変化の

程度が書かれている。この計画は

土地利用を大幅に改変して、緑の

量が減るわけだが、都民からの意

見書の回答を見ると、「緑の面積が

最終的には 20.6％保たれるから」

という説明がされていて、緑の質

に対する回答が見当たらない。緑

があればいいというわけでもない

と思う。 

緑の質について、どういう植物

を植えるつもりなのか、どういう

生き物を担保するために、どうい

う植生を保つと考えているのかを

伺う。 

緑地に関して、特に北側の玉川上

水沿いは、緑地、樹木としても、基

本的には残していく考えである。 

新たに整備する緑地に関しても、

ゴルフ場内で良好と思われる樹木

は、可能な範囲で移植を行い、かな

り高木になるが、そういった樹木を

移植することによって、現状の緑の

環境をなるべく維持していけるよ

うに、緑地の整備をしていきたい。 

整備した緑地をしっかり担保し

ていかなければ、生物に対しても配

慮にならないので、新植するときに

は地域の地域在来種を選定してい

きたい。それらをしっかり維持管理

していくことによって、今回の事業

の建物等が全部でき上がったあと

に、緑地に生物が戻ってこられるよ

うな環境を整備していきたい。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

生
物
・
生
態
系
、
廃
棄
物 

共
通 

１ 

廃棄物の伐採樹木量や移植、植

樹に関する意見がたくさん出てい

るが、そこを定量的に示さないと、

都民の皆さんも本当にこれが担保

できるのだろうかと不安になると

思う。 

6-14 から 17 ページあたりに緑

化計画が書いてあるが、通常そこ

に都市計画の求められる緑化率が

あって、それに対して計画の中で

「それ以上確保する」という書き

方をするのだと思うが、この評価

書案では、最後まで読んでやっと

「20.6％確保する」というのが出

てきて分かりにくい。 

評価書のときは、できるだけ数

量的に、「何本倒して、その代わり

にこれだけ移植する」などという

説明のほうが分かりやすいので、

書き方を工夫すれば、都民の皆さ

んも納得するのではないかと思

う。 

どれだけ緑を残していくのかを、

評価書の中での早いところ、事業計

画のところでしっかり書き込むと

いうことで対応を考えていきたい。 

ごみの量に関して、伐採本数に関

しては、まだ今後検討という形で見

解書でも書いている。 

今回、廃棄物の量として出してい

るのが、緑の構成上、一定規模の中

にどれくらいの樹木があるのかと

いうところは、調査の中で把握して

いるので、それを面積的に整理した

中で、改変される部分の面積がどれ

くらいか、それに対してどれくらい

の樹木の量になってくるのかを、計

算しており、一本一本、どれくらい

でというところまでは計算してい

ない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

改変面積に対して樹木の高さを

掛けて、伐採樹木量を算出される

というのは理解したが、やはり一

般の市民にすると、「何本切って、

どのぐらいの廃棄物量が出てくる

のか」という説明のほうが分かり

やすい。アセス図書というのは住

民の方に分かりやすく説明すると

いう趣旨のものなので、分かりや

すいように書けば、こんなに意見

が出てこないかなと思う。 

できる範囲で対応していきたい

と思う。 

７/25 

部会に

て回答 

 

日
影 １ 

評価書案 8.7-31、32ページに、

日影法規制図を示しているのが、

8.7-32ページから先は、建物単体

ごとに出している。一方で、8.7-31

ページ等、それ以前の全体の日影

図などは、複数の建物を合算した

図としている。 

この 8.7-32 ページは一緒に建

物をつくるのであれば、複数の建

物を合算したもので示すべきでは

ないのか。 

8.7-31ページ目以降に関しては、

建物単体で、法規制として守れてい

るかを確認している図面であり、平

均地盤面から＋４ｍで日影の線を

書き、法的なチェックをしている。 

それ以前の 8.7-19から 30ページ

までは、平均地盤面±０ｍで、敷地

があまりにも広いので、西側と東側

の敷地に分けて、それぞれの敷地ご

との単体で、複合日影という形で予

測評価、日影線を書いている。 

冬至日の時刻別、等時間日影図、

それと、そのほかの季節ということ

で、春秋分と夏至についても、掲載

している。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

日
影 

１
（
続
き
） 

１つずつの建物が合算されて周

辺の建物などに日影がかかるの

で、一般的にはまとめて複数の建

物を１つの事業体が確認申請を取

るときには、それらを合わせた状

態で確認申請を取っていると思っ

たが、今回の 32ページのような単

体でやって法規制をクリアすると

いう意味か。 

その通りである。 

ただ、8.7-31ページは、データセ

ンターの１から４をまとめて日影

の線を書いているが、こちらは、１

つの敷地の中で、一団地という形で

一まとめで書いている。そういった

観点で、この図面に関しては、４棟

まとめての日影図となっている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

法律上クリアしても、まとめて

の開発で、周辺の住宅地などに日

影がかかっているので、個別にク

リアというのではなくて、全部ま

とめた上で、この団地はどれくら

い周りに日影を排出しているか示

すのが誠実かと思うが、その辺の

配慮を検討していただきたい。 

前のページの西、東でそれぞれ

やったもので見ると、おおむねク

リアしているのではないかと思う

が、これらと細かく比較すると大

分違うということも、周りの方に

あらぬ誤解を招くかもしれないの

で、その辺を配慮してはと思う。 

承知した。 ７/25 

部会に

て回答 

 

景
観 １ 

非常に多くの意見の中に、景観

も多々指摘があり、特に物流施設

Ｌ-１が、巨大なマスとしてドンと

シミュレーションなどに出ている

が、このファサードの色彩などは、

いろいろな条例に従う、検討する

という程度しか書かれていない。 

現状では仕方ない部分があると

思うが、この部分が単純に色彩の

ガイドラインに合ったものがベタ

塗りになったら、ルールに従って

いてもかなり存在感が強烈になる

と思う。 

評価書案にも意匠も含めて検討

するとあったので、配慮を期待し

ているが、デザインについて、具体

的にいろいろなプランを出して、

周辺の方々と検討するなど、周辺

の方々にとって「これぐらいだっ

たら許容できる」というような、そ

ういう意匠をひねり出すような計

画などを考えていればいいと思っ

たが、いかがか。 

意匠に関しては、まさに計画を、

詳細に詰めているところである。 

当然、行政機関にも相談して、確

認してもらうこともあるので、その

中ではしっかり対応していきたい

と思っている。 

また、色彩に関しても同様で、奇

抜な色を使うつもりはないので、地

域に溶け込む、なるべくなじむよう

な色の選定をしていきたいと思っ

ている。 

今検討を進めているところで、ま

だ確定しているものではないが、

しっかり対応をしていきたいと考

えている。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

景
観 

１
（
続
き
） 

色彩は単に色だけ選べばよいの

ではなくて、実際のファサードに

塗って、ある光のもとで周りと対

比を見ながら初めて、それが奇抜

なのか、許容できるのかが決まっ

ていくので、周辺の緑化と合わせ

て、できるだけ現実の出来上がり

を想定して検討を進めてもらいた

い。 

承知した。 

景
観
、
史
跡
・
文
化
財
、
自
然
と
の
触
れ
合
い
活
動
の
場 

共
通 

１ 

景観、自然との触れ合い活動の

場は、玉川上水と非常に密接な関

係があり、史跡・文化財、景観、自

然との触れ合い活動の場について

は、その３つをうまく調和させる

ような方向性での考えを持っても

らいたいと思うので、その辺の見

解を伺いたい。 

景観、文化財、自然との触れ合い

活動の場の関連だが、特に玉川上水

沿いに関しては、計画地内の樹木

は、基本的には残存、地形もいじら

ず残存させていくことによって、玉

川上水とつながっている箇所に対

しての配慮はしっかり対応してい

きたい。 

そういった観点でも、北側からの

景観、見え方に関しても、それら樹

木が残ることによって、一定の配慮

はできていると考えている。 

自然との触れ合いの観点だと、残

していく緑地、樹木をうまく活用し

ながら、周辺の皆様に開放していく

散策路を整備していくので、玉川上

水北側にしか緑道は整備されてい

ないが、計画地側にも散策路をつく

ることによって、両側も使えるよう

な形で、歩きながら自然を感じても

らえるような空間をしっかり整備

していきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

史
跡
・
文
化
財 

１ 

確認も含めてだが、史跡・埋蔵文

化財関係で、昭島市教育委員会と

の連携が取れているか。 

今後しっかり対応をしていきた

い。各種、昭島市とはいろいろ話し

合いをしているところで、この点に

ついても同様と思っている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

２ 

ここは史跡玉川上水のことが非

常に重要である。玉川上水の範囲

については大丈夫だということで

先ほど説明があったが、それはそ

の景観も含めてきちんと対応する

ということを、まず姿勢として確

認しておきたい。 

玉川上水の範囲、特に改変するこ

とはないと説明したが、もちろんそ

のつもりでしっかり対応していき

たい。今後、施工業者が決まってく

るが、その業者に対してもしっかり

とレクチャーした上で、無用な立入

や改変とか、そういうことがないよ

うに、しっかり監督していくことに

なろうかと思っている。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

史
跡
・
文
化
財 

３ 

都民の意見等で疑問が出ていた

ので、私からも確認したいが、彫刻

園のほうはどうなるのか。 

それから、フォレストイン昭和

館の今後の扱いについて。 

既に書いてあるのかもしれない

が、皆さんの声にもあるので史跡・

文化財として質問する。 

 

武藤順九先生の彫刻園が現在、代

官山緑地の中で運営をされている。

基本的にそのまま継続をしていく

ことで、検討している。工事中はど

うしていくかなどは、武藤順九先生

も含めて検討していく。 

フォレストイン昭和館は、運営は

私どもではないが、営業は来年の１

月末までとホームページ等で公表

されている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

温
室
効
果
ガ
ス 

１ 

ＰＵＥ1.4以下となっているが、

省エネ法で2030年 1.4というのが

決まっているので、省エネ法は充

足するのだろう。 

しかし、ＧＬＰの本拠地である

シンガポールだと、今 1.3 以上の

ものは建てられないとことになっ

ており、世界基準で見ると、今日本

の基準が遅れている状況にもあ

る。 

省エネ法上の計画提出も、全体

の建物としての省エネ基準とエネ

ルギー基準等はＧＬＰ社が報告す

るが、あとの部分はテナントの側

で報告するため、対応できるとこ

ろに限りがあと思うが、非常に大

きい企業で、新しい価値を波及し

ていくだけの力があるところだと

思うので、例えばテナントを選定

するときにも、より機器の効率性

に配慮したところにする、物流施

設に関してもＥＶをある程度導入

するようなところにする等、影響

力で規範を波及していくという役

割も果たしてもらいたいというの

もあって、ＰＵＥは低めに考えて

いただきたい。もう少し下げても

らえるのか伺いたい。 

 

データセンターは、世界的に見

ても、エネルギー消費量が最も拡

大している分野なので、これから

脱炭素といったときに規制しなく

てはいけないが、需要もあって難

しい。 

ＰＵＥについては、ＧＬＰの中で

も各国で多少基準が違うところも

あり、各国の基準に合わせて一旦整

備をしていくという形になってい

る。例えば Googleであれば、自分た

ちが運用するものを自分たちでつ

くるが、私どもはテナントに貸す形

になるので、どういった機能、機器

を使われるかについては、テナント

のほうで決めるというところがど

うしてもある。 

そういった点から、各国の基準以

下にＰＵＥを下げるというところ

は、現時点では即答できない。 

一方で、中に入るテナントについ

ても、電気代がかかってくるので、

高効率の機器を入れていくという

形が想定される。 

また、大きな意味で、環境に対し

て同じ方向へ向かっていく、それぞ

れの企業で持っている環境に対す

る目標に向けてやっていくという

点については、テナントの誘致の際

には、いろいろと情報交換をしなが

ら、よりそういったところに共感を

してもらえるところを極力探して

いく、ということについては、おっ

しゃっていただいたような形にな

るかと思う。 

７/25 

部会に

て回答 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

２ 

太陽光も入れるのは非常にあり

がたいが、7,300ＭＷｈであり、使

用する電力消費量をざっと計算を

すると、多分 29,000ＭＷｈぐらい

要り、おそらく４分の１ぐらいし

か賄えない計算になる。ＰＵＥ1.4

で計算するともう少し下がるが、

いずれにしても全部は賄えない。 

物流センターＬ－１、２、３の屋

根に搭載する計画になっている

が、データセンターの屋根は空け

ないといけないのか。もう少し太

陽光発電を入れることはできない

のか。 

 

太陽光に関しては、ほかの目的

で使用しなければいけないところ

もあると思うが、入れられるだけ

入れたほうが、電気代にも反映さ

れ、施設としての魅力も高まると

思うので、できるだけ搭載しても

らいたい。 

太陽光については、物流施設は非

常に屋根が大きく、それを生かして

全面に敷いていくようなイメージ

で考えている。 

データセンターについては、建物

のフットプリント、建築面積がそん

なに大きくないのと、屋上の部分に

空調の室外機を並べ、太陽光パネル

を置けるスペースがないというこ

ともあって、計画していない。 

仮にデータセンターに物流施設

の太陽光を配っていくという形に

したとしても、やはり全てのエネル

ギーを賄えないというのは指摘の

とおりだが、外から再エネを買って

くるかどうかについては、最終的に

は CO2を削減という大きな企業目標

もあるので、検討していくべき内容

だということでは考えているが、現

時点では未定である。 

７/25 

部会に

て回答 

 

３ 

残りの電力量というのは外から

買ってくるということになってし

まうと思うが、そうなった場合に

は、通常の電力を買ってくるとい

う計画になってしまうのか。 

テナントの電力をどうするかは、

テナントのほうで契約をするので、

そこについても、施設側としていろ

いろ話をしていこうかと思うが、全

てコントロールするのは難しい部

分であるということで御理解いた

だきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

一括して施設整備側で再エネで

契約してしまえば、かなりテナン

トに委ねるところが小さくなると

思うので、そういったことも検討

いただきたい。 

ほかの地方であれば、洋上風力

から系統をそのまま引いてデータ

センターを誘致するというような

こともやっていて、大電力消費施

設として電力消費の問題は非常に

大きく取り上げられているところ

なので、こちらの施設も、東京とは

いえ、できるだけ温室効果ガスを

排出しないような電力消費を考え

てもらいたい。（コメント） 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

温
室
効
果
ガ
ス 

４ 

都市ガスも利用するが、それは

調理の部門で使うと言っていたか

と思う。もしそうであるとすれば、

ガスを使うと、そこはもう CO2を排

出してしまうので、調理をするの

であれば、オール電化等も考えて

もらいたい。（コメント） 

  

そ
の
他
（
環
境
全
般
） 

１ 

日が当たらないということもあ

るが、光の害、24時間、今までな

かった夜の部分の動きがあるの

で、光を発するとかそういうとこ

ろに対しての何か対策を取るの

か。 

光害について、データセンター、

物流施設そのものは、例えば商業施

設やマンションというような窓が

多く整備されるものではないので、

夜間に光が漏れ出ることは基本的

には少ない施設と考えている。 

散策路についても、特に照明等に

関しては、不要な光を出すようなも

のを整備していくつもりはないの

で、しっかり対応していきたい。 

また、光を出すことによって、そ

れが害となるような、昆虫類や哺乳

類、生物のほうに対しても一定の配

慮がなされるような照明機器の選

定をしっかり考えていきたい。 

７/25 

部会に

て回答 

 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

１ 

駐車場の設置について、この駐

車場は、物流センターで使う車が

使用するものだと思うが、例えば

ＥＶを使うということで施設を整

備するのかを伺いたい。 

駐車場について、電気自動車が来

るのかどうかだが、物流施設、それ

から、データセンターも一部含む

が、中に入るテナントで運用してい

く車という形になるので、全てが電

気自動車になるかどうかは、現時点

では私どもから言うことができな

い。 

一方で、電気自動車の数が増えて

いく状況なので、施設側として、電

気自動車の充電ができるような設

備を設けて、そういったことにきち

んと対応できるようにしていきた

いと考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

駐車場に関しては、使用する車

が全てＥＶだったとしても対応で

きるようなインフラを、とりあえ

ずは整えるという理解でよいか。 

全てＥＶが来たときに対応でき

るか否かという点については、必ず

そこで充電をするようなレベル感

での電気容量等は、現時点では見込

んでいない状況である。 

一方で、需要が高まってくること

があれば、当然それに合わせて検討

していく形になるかと思っている。 
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項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

２ 

工場もつくるという話になって

いたと思うが、もう、入る施設が決

まっているという理解でよいか。 

いわゆる工場ではなく、物流施設

の中で一部組立や加工が発生した

場合に工場という取扱いになる可

能性があるので、「工場」という表記

をしている。現在、具体的にどこか

が決まっていることはない。 

７/25 

部会に

て回答 

 

３ 

既に入居するテナントは、ほぼ

目途がついているような状況なの

か。それとも、そこはまだ全然オー

プンなのか。 

中に入るテナントについては、現

時点では全て未定である。 

７/25 

部会に

て回答 

 

 ＧＬＰという事業者として、テ

ナントへのガバナンスはどれぐら

い徹底できるのかという観点が、

今回の開発にとっては非常にアセ

スと絡めて重要かと思う。 

「周知徹底、働きかけ」という言

葉があるが、それを「確実な実施を

目指す」という脈絡で出てくると

ころが多い。テナントはお客さん

のような立場ではないかと推測す

るが、どれほどガバナンスの効果

があるのかという点が知りたい。 

それに当たっては、条件をつけ

てのテナント募集なども選択とし

てはできるのかというところも気

になる点である。 

中に入るテナントは、事実として

お客様という形になるが、完全にお

客様優位で、施設側が全ていいなり

ではなくて、テナントを含めて、適

切な施設運営管理は実施していく。 

具体的には、施設ごとになるが、

テナント企業の代表、私ども管理の

人間で、施設の運営をする会議を

常々やっており、例えば、トラック

の外部でどういったところが危な

いといった情報交換など、適切に運

用しながら、きちんとテナントへの

ガバナンスを効かせた上で運営し

ていく形にしている。 

それはこの施設に限らず、既存の

施設でも同様である。 

４ 

施設内に進入経路の図がある

が、入り口のところには車両を

プールするような設備はないが、

それによって例えば周辺道路に進

入前の車が停まってしまうことは

ないのかという点が気になり、先

ほどの駐車スペースの問題も含め

て、何か計画の中で考えがあれば

聞かせてもらいたい。 

その点で、道路を事業者が設置

できるわけはないというのは理解

しているので、自治体や警察との

連携等を取れるのかもお教えいた

だきたい。 

進入経路について、トラック待機

場を物流施設のほうは各施設の中

に設けている。 

物流施設の周りの道路でトラッ

クが停まってしまうのが課題にな

るので、トラック待機場をいかに適

切につくるかについては、全国で今

170 棟ほど運営をしているので、そ

こできちんと計画をしている。 

具体的には、施設ごとのトラック

のピーク台数を想定しており、大体

トラックの平均滞在時間は２時間

になるので、入ってくるピークのト

ラックの２倍以上の待機場と荷下

ろしバースを計画している。 

今回の施設では、３倍程度は設

け、外にトラックが停まることがな

いような形で運営していき、仮にト

ラックが外に停まることがあれば、

そういったことがないように、テナ

ントにも会議の場を通じて伝えて、

適切に運営していく形になる。 

７/25 

部会に

て回答 

 



23 

 

項目 番号 指摘、質問事項等 事業者の説明等 取扱い 

そ
の
他
（
事
業
計
画
） 

４
（
続
き
） 

トラックの待機所を、これまで

の実績からしっかり整備していく

ということは分かったが、入り口

のところの、この施設に入るまで

というところの懸念が払拭されて

いないので、そのあたりの点をも

う少しだけ伺いたい。 

また、視察へ行ったが道路が非

常に狭いということで、事業者で

対応できないということがあるか

と思うが、警察署や自治体との連

携というのはこれから取っていく

のか、それとも、連絡、相談してい

るのかというところも、聞かせて

いただきたい。 

 

 

道路の計画、周りの道路につい

て、警察や地元の道路管理者につい

ては、当然相談をした上で、今、計

画を進めている。交通量が増えるこ

とによって、周りの交差点がどうい

う形になるのかについては、事前に

交通量調査をした上で、警視庁を含

め相談しながら進めてきている。 

施設の外の道路の部分は、私ども

が触れるところではないというと

ころは理解をいただきたい。 

施設側としてできる工夫として

は、例えばバースを予約するシステ

ムをつくっており、着く時間を早め

に決めておくことで、ドライバー

は、手前のサービスエリア等で休憩

等も取ってから来ることもできる。

逆に、入った後、中でずっと待たせ

ることがないような形で運用する

ことができ、それが結果、周りの道

路に対して良い影響を与える。そう

いった周辺道路に対する対策は、現

状既に取り組み始めている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

物理的にという問題ではなく

て、別のシステム上で少し工夫も

可能ということで、承知した。 

 

５ 

データセンターについてはＤＸ

の時代で需要があるのだろうと思

う。入居テナントが決まっていな

いということなので、データセン

ターに関してはお客さんがすぐ入

るのではないかと見込むが、物流

倉庫に関して、現地も見た中で、中

央道や圏央道までのアクセスが

10kmも離れていると、そういうロ

ケーションの中で、果たして３棟

つくるほどお客さんが入るのか。

３棟必要なのか、その見込みを教

えてもらえれば。 

 

現時点ではテナントは決まって

いないが、需要の予測という意味で

は、３棟埋まる容量が必要になって

くるだろうと思っている。 

全国的に、特に関東、関西が多い

が、物流施設が非常にたくさんつく

られている状況である。昨今だと、

冷凍冷蔵の機能を持った物流施設

などもできており、コロナ禍ではＥ

Ｃが発展をして、携帯等で物を買う

ことで物量や物流施設が増えて

いったが、物の動きというのはかな

り多くなってきている。また、古い

物流倉庫が今だんだん新しくなっ

てくるという大きな転換も来てい

るので、需要としては３棟分は十分

に埋まると考えている。 

７/25 

部会に

て回答 

 

現地を見て、周りに何施設か物

流倉庫があったので、心配をした

が、有効的に使われるのであれば

結構である。 
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